
競技規定・改正 

 

第 15条 シニア競技会、グランド・シニア競技会のポイント昇級規定 

     D級以上の昇級に必要な得点は下記の通りとする。 

    ・ノービス級はアマ規定に準ずる。 

    ・各級共１競技年度に昇級に必要な得点を獲得した選手が昇級する。 

    ・同日に自己級と上位級が開催される場合は自己級に出場しなければならない。 

 

  

付則 平成 30年 2月 22日 理事会承認により改正 


